
【歳入】

272,970 千円

【歳出】

　社会保障４経費及びその他社会保障施策に要した経費 2,093,959 千円

1,177,929 千円 ）

【社会保障４経費及びその他社会保障施策に要した経費】 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他

うち地方消
費税交付金
（社会保障
　財源化分）

子ども医療費助成事業
※義務教育就学前分（未熟児への医療費助成を含む）

24,062 8,892 0 5,161 10,009 2,319

重度障害者（児）医療費無料化対策事業 104,652 52,260 0 0 52,392 12,141

保育所一般事業等 306,777 0 0 34,545 272,232 63,086

その他事業 919,931 597,042 0 23,267 299,622 69,434

小　　計 1,355,422 658,194 0 62,973 634,255 146,980

国民健康保険事業
（特別会計繰出金)

131,957 84,263 0 0 47,694 11,052

介護保険事業
（特別会計繰出金）

0 0 0 0 0 0

後期高齢者医療事業
（特別会計繰出金等）

351,251 52,028 0 0 299,223 69,342

小　　計 483,208 136,291 0 0 346,917 80,394

妊婦・乳幼児健康診査事業 15,364 22 0 11,800 3,542 821

国民健康保険病院事業会計負担金事業 168,000 0 0 0 168,000 38,932

救急医療対策事業 2,510 0 0 0 2,510 582

その他事業 69,455 902 0 45,848 22,705 5,261

小　　計 255,329 924 0 57,648 196,757 45,596

2,093,959 795,409 0 120,621 1,177,929 272,970

　　また、令和元年１０月１日から消費税が８％から１０％に引き上げられたことに伴う地方消費税増収分についても、

令和５年度越前町一般会計予算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）

増収分に係る社会保障４経費及びその他社会保障施策経費への充当状況について

　　平成２６年４月１日から消費税率(国・地方)が５％から８％に引上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分

　については、その使途を明確化し、社会保障４経費(年金、医療、介護、子育て)及びその他社会保障施策に要する経費

　に充てるものとされています。

　社会保障の充実に要する経費に充てるものとされています。

　　越前町の令和５年度一般会計予算における社会保障関連経費への充当状況は、下記のとおりです。

　地方消費税交付金（社会保障財源化分）見込額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（うち一般財源）      （

事　　業　　名
令和５年度

予算額

財　源　内　訳

特　定　財　源 一　般　財　源

社
会
福
祉

社
会
保
険

保
健
衛
生

合　　　計

※令和５年度の地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、令和４年度の地方消費税交付金決算額の割合で算出しています。


